
 

 

 

東京消防庁認定通報事業者制度等に関する説明会の開催について 

 

 

平素から消防行政について、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

今般、社会環境の変化を踏まえた早期通報による住宅火災における高齢者等の死者低減のため、

火災予防条例の一部が改正され、現場を確認することなく１１９番通報することを可能とするとと

もに、東京消防庁では、消防総監が定める一定の基準を満たす事業者を認定する東京消防庁認定通

報事業者制度を制定いたしました。 

つきましては、下記のとおり説明会を開催しますので、認定の申請を希望する各事業者のご担当

者様の出席を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 日時 

令和元年１２月１８日（水） 

午後２時００分から午後３時００分まで（午後１時３０分受付開始） 

２ 場所 

東京消防庁本部庁舎（東京都千代田区大手町一丁目３番５号）１階 入札室 

３ 内容 

 ⑴ 火災予防条例の一部改正概要について 

 ⑵ 東京消防庁認定通報事業者制度について 

４ その他  

⑴ 出席希望については、１１月２７日（水）までに、

別紙により電子メール又はファックスにて東京消

防庁防災部防災安全課へご回答お願いします。出席

者の人数は、各社２名以内でお願いします。 

 ⑵ 会場の都合上、出席希望者が多数の場合について

は、開催時間及び出席者の調整等を行わせて頂く場

合がございます。その場合については、別途ご連絡

いたします。 

 

 

問合せ先 

防災安全課防災福祉係   田代（窓口） 

電話 03-3212-2111 内線 4242 4247 

F A X 03-3213-1478 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bouanka4@tfd.metro.tokyo.jp 

防火管理課自衛消防係  奥寺 板橋 

電話 03-3212-2111 内線 5142 5146 

 

 


